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　 本会議を中心に議会活動をお知らせするタブロイ

ド 版の広報紙です。 年５ 回発行し、 主要日刊新聞に

折り 込んで配布するほか、 公共機関の窓口にも置い

てあり ます。 都議会ホームページでもご覧になれま

す。 また、 点字版・ テープ版・ デイジー版も発行し

ています。

　 本会議・ 委員会の公式な記録で、 都議会図書館、

東京都庁第一本庁舎３ 階の都民情報ルーム、 都内主

要公立図書館及び都議会ホームページでご覧になれ

ます。

　 会議録、 委員会速記録、 東京都の資料など主と し

て行政関係の資料を収集しています。 都民の方も閲

覧するこ と ができます。

　 都議会のし く みや役割を、 パネルやパソコン、 Ｄ

Ｖ D などで分かり やすく 紹介しています。 また、 議

事堂見学案内も行っています。

　 本会議及び予算特別委員会の中継、 議長・ 副議長

や各会派の代表者による座談・ 討論番組、 Ｖ Ｔ Ｒ 取

材による常任委員会等の活動状況を紹介する番組を

放送しています。

　 最新の都議会議員名簿や会議予定、 本会議・ 委員

会の記録などを掲載しています。

　 本会議、 予算特別委員会及び各常任委員会の生中

継・ 録画中継も行っています。

　 都民の皆さ んの要望を都政に反映さ せる方法の

一つに請願や陳情があり ます。 議員の紹介がある

ものを請願と いい、 ないものを陳情と いいますが、

取り 扱いは原則と して同じです。

　 請願や陳情は、 通常は委員会で審査し 、 本会議

で採択・ 不採択を決めます。 採択さ れたもののう

ち、 執行機関で処理するこ と が必要なも のは、 こ

れを知事等に送付し 、 その処理経過及び結果の報

告を受けています。

　 必要な記載事項は次のと おり です。

　 ①　 件名、 願意、 理由

　 ②　 提出年月日

　 ③　 住所、電話番号、氏名（ 署名または記名押印）

　 ④　 紹介議員の署名（ 陳情の場合には不要）

　 ⑤　 あて先（ 東京都議会議長あて）

　 書式及び提出など詳細については、 都議会ホー

ムページ等の「 請願・ 陳情ガイ ド 」 を参照なさ る

か、 以下へお問い合わせく ださい。

　 都議会では、 東京都議会情報公開条例に基づき、

都議会図書館や都議会ホームページ等において一定

の議会保有文書等の公表・ 提供を行っています。

　 また、 公文書開示請求により 、 職員が作成又は取

得した公文書の開示も行っています。 詳細は以下へ

お問い合わせく ださい。

　 本会議の傍聴は、 一般傍聴券によるものと 議員

の紹介によるものと があり ます。

　 一般傍聴券は本会議の当日に、 開会予定時刻の

１ 時間前から議事堂２ 階の受付で、 先着順に１ 人

１ 枚ずつお配り します。

　 委員会の傍聴の取り 扱いも同様です。

　 詳細は都議会ホームページをご覧いただく か、

以下へお問い合わせく ださい。

● お問い合わせ先　 議会局議事部議案法制課

　 TEL 0 3（ 5 3 2 0 ） 7 1 3 2（ 直通）　 FA X 0 3（ 5 3 8 8 ） 17 74

● 本会議傍聴のお問い合わせ先　 議会局管理部総務課

　 TEL 0 3（ 5 3 2 0 ） 7 1 1 1（ 直通）　 FA X 0 3（ 5 3 8 8 ） 1 7 7 6

● 委員会傍聴のお問い合わせ先　 議会局議事部議事課

　 TEL 0 3（ 5 3 2 0 ） 7 1 4 1（ 直通）　 FA X 0 3（ 5 3 8 8 ） 1 7 7 4

● お問い合わせ先　 議会局管理部総務課

　 TEL 0 3（ 5 3 2 0 ） 7 1 1 5（ 直通）　 FA X 0 3（ 5 3 8 8 ） 1 7 7 6
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都議会と は 都議会のしく み

都議会の権限

　 自分たちの地域に関係のある身近な問題は、 自分

たちで責任を持って話し合い、 処理していこ う と い

う のが「 地方自治」 の基本的な考え方です。

　 地方自治については、 日本国憲法第８ 章で独立の

規定を設けて、 憲法上の保障をしています。

　 都民の皆さんの代表と して選ばれた都議会議員が

集まり 、 都の仕事について論議し 、 決定すると こ ろ

　 都議会には、 法律によって多く の権限が与えられ

ていますが、 その主なものは次のと おり です。

　 請願・ 陳情を審査して、 都民の声を都政に反映さ

せるよう にします。

　 都全体の利益に関するこ と について、 都議会の意

見を国会や行政庁（ 主に政府関係） に提出します。

　 政治的な効果を期待して、 都議会の意思を内外に

明らかにするものです。

　 都の仕事について検査・ 調査し、 必要な場合には、

関係人の出頭・ 証言、 記録の提出などを求めるこ と

ができます。

　 都議会は42の選挙区から選ばれた定数127人の議

員で構成され、 国会と 同じよ う に会派が中心になっ

て活動を行っています。

　 各委員会は、 定例会などの会期中だけでなく 、 議

会の閉会中も必要に応じて開かれ、 特定の事項につ

いての調査や視察を行う などの活動を続けています。

　 議案その他議会で議決すべき事項は、 全て本会議

で決定しますが、 都の仕事は非常に広範囲かつ複雑

なため、 よ り 専門的・ 能率的に審査するために委員

会を設置しています。

　 委員会には、 常任委員会と特別委員会、 議会運営

委員会があり ます。 常任委員会は都の仕事を９ つの

部門に分けて担当し 、 特別委員会は予算や決算など

特定の事項について専門的に審査します。

　 議会運営委員会は、 各会派の代表者などで構成さ

れ、 主に議会の運営方法について協議しています。　 都議会には、 年４ 回（ ２ 月・ ６ 月・ ９ 月・ 12月） 開

かれる定例会と 、 特に必要があると きに開かれる臨

時会と があり ます。

　 議長と副議長は、 議員の中から選挙で選ばれます。

　 議長は、会議の運営や秩序維持に当たり 、対外的に

議会を代表します。副議長は、議長に事故があるとき

や議長が欠けたときに、代わって議長の仕事をします。

　 全議員が出席して開かれる会議を本会議と 言いま

す。 この会議で議会の最終的な意思決定を行います。

都議会に提出された議案や、 都議会と しての意見表

明などの可否は、 全て本会議で決められます。

　 議案は、 知事、 議員、 委員会が提出します。 定め

られた手続を経て議会に提出された議案は、 通常、

委員会で審査され、 その結果を参考にして本会議で

議決します。

　 条例の制定・ 改正・ 廃止、予算の決定、決算の認定、

主要な契約など都政の重要な事項について議決します。

　 議長・ 副議長や選挙管理委員会委員などを選挙し

ます。また、副知事、教育委員会・ 人事委員会・ 公安

委員会の委員など、 都の重要な役職につく 人を知事

が任命する際には、 議会の同意が必要です。

が都議会です。 都の議決機関または意思決定機関と

言われています。 そして都議会で決定したこ と をも

と に、 知事が実際に仕事を進めていきます。 こちら

は執行機関と 言います。

　 議会と 知事は、 それぞれ独立した機関と して対等

の立場にあり 、 互いに協力して都政を運営していき

ます。
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